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R
odriguez

は
同
審
査
会
に
よ
る
裁
決
を
不
服
と
し
て
、
第
９
巡
回
区
連

邦
控
訴
裁
判
所
に
申
立
て
を
行
な
っ
た
。

　

２
０
０
７
年
５
月
、R

odriguez

の
前
述
の
争
訟
の
連
邦
控
訴
裁
判
所

へ
の
係
属
中
、
同
人
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
中
央
区
の
連
邦
地
方
裁
判
所
に

対
し
、
継
続
中
の
収
容
の
正
当
性
に
つ
き
、
保
証
金
に
よ
る
仮
放
免
（
以

下
、
単
に
「
仮
放
免
」
と
略
記
す
る
。）
の
た
め
の
聴
聞
（bond 

hearing

）
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
主
張
し
、
人
身
保
護
令
状

や
差
止
救
済
等
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
当
該
事
案
は
、
類
似
の

A
lejandro G

arcia

の
事
案
と
併
合
さ
れ
、
集
団
訴
訟
（class action

）
の

認
定
の
た
め
移
送
さ
れ
た
。
連
邦
地
裁
は
こ
の
集
団
訴
訟
に
お
け
る

class

適
格
性
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
第
９
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
Ｒ
２
３
に
基
づ
き
、class

適
格
性
を
認
め
、

subclass

の
認
定
の
た
め
事
案
を
連
邦
地
裁
に
差
し
戻
し
た（

３
）。

差
戻
審
に

お
い
て
地
裁
はclass

を
承
認
し（

４
）、

そ
の
代
表
と
し
てR

odriguez

を
指

名
し
、
移
民
の
収
容
に
関
す
る
４
つ
の
規
定
（
Ｉ
Ｎ
Ａ 

２
３
５
（b） 

（
５
）、

２
３
６
（a） 

（
６
）、

２
３
６
（c） 

（
７
）、

２
４
１
（a） 

（
８
））

に
も
と
づ
き
４
つ
のsubclass

を

設
定
し
た
。
そ
し
て
地
裁
は
４
つ
のsubclass

い
ず
れ
に
お
い
て
も
宣
言

的
か
つ
差
止
的
救
済
を
請
求
し
う
る
こ
と
認
め
た
。
そ
の
控
訴
審
で
は
、

２
４
１
（a）
以
外
のsubclass

が
認
定
さ
れ
た
。
連
邦
地
裁
はclass

の
認

定
と
同
じ
判
決
に
お
い
て
、
被
上
告
人
ら
の
請
求
に
応
え
て
、
終
局
的
差

止
の
決
定
を
行
い
、
連
邦
控
訴
裁
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。
連
邦
控
訴
裁
は

先
例
で
あ
るZadvydas

判
決（

９
）と

憲
法
判
断
回
避
準
則）

10
（

に
依
拠
し
て
、
関

連
規
定
に
は
外
国
人
の
収
容
の
継
続
に
関
し
て
６
ヶ
月
と
い
う
黙
示
的
な

【
事
実
の
概
要
】

　

被
上
告
人A

lejandro R
odriguez

（
メ
キ
シ
コ
市
民
）
は
、
１
９
８
７

年
（
当
時
６
歳
）
か
ら
適
法
な
永
住
者
（
Ｌ
Ｐ
Ｒ
）
と
し
て
合
衆
国
で
暮

ら
し
て
き
た
。
し
か
し
車
両
窃
盗
の
前
科
と
、
規
制
薬
物
所
持
の
廉
で
の

有
罪
判
決
を
理
由
に
、２
０
０
４
年
４
月
に
移
民
・
国
籍
法
（Im

m
igration 

and N
aturalization A

ct, IN
A

）
２
３
６
条（

２
）に

も
と
づ
き
収
容
さ
れ
、
合

衆
国
か
ら
の
退
去
に
関
す
る
手
続
が
開
始
さ
れ
た
。
手
続
中
、Rodriguez

は
自
ら
が
退
去
該
当
者
に
当
た
ら
ず
、
ま
た
は
退
去
処
分
か
ら
の
裁
量
的

救
済
を
受
け
る
に
値
す
る
と
主
張
し
た
が
、
同
年
７
月
移
民
審
判
所
は
メ

キ
シ
コ
へ
の
退
去
を
命
じ
、
移
民
不
服
審
査
会
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。

最
終
的
退
去
命
令
を
受
け
て
い
な
い
非

市
民（

１
）

の
収
容
の
継
続
に
、
保
証
金
に
よ

る
仮
放
免
の
た
め
の
聴
聞
の
機
会
の
付

与
を
要
す
る
と
し
た
控
訴
審
判
決
が
破

棄
差
戻
し
さ
れ
た
事
例

浦　

川　

源
二
郎
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と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
解
釈
に
止
ま
ら
な
い
立
法
に
近
い
解
釈
ま
で
当

該
準
則
の
下
で
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
控
訴
審
が
と
っ
た
解
釈
は

後
者
で
あ
る）

15
（

（
第
３
・
４
章
）。
③C

lass

の
認
定
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｎ
Ａ

２
４
２
（f） 

（1）
お
よ
び
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
Ｒ
２
３
（b） 

（2）
に
照
ら
し
な
お
集

団
訴
訟
を
行
い
う
る
か
ど
う
か
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
（
第
５
章
）。

よ
っ
て
、
②
お
よ
び
③
の
争
点
に
つ
い
て
審
理
を
充
足
さ
せ
る
た
め
、
原

判
決
を
破
棄
し
原
審
に
差
し
戻
す
（
以
下
、
各
論
点
に
つ
い
て
最
高
裁
の

用
い
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
活
か
し
つ
つ
、
筆
者
の
言
葉
で
約
言
す
る
）。

　

ま
ず
①
に
つ
い
て
。
Ｉ
Ｎ
Ａ
２
３
５
（b） 

（9）
の
「
外
国
人
の
退
去
に
関
す

る
手
続
か
ら
生
じ
る
」
と
い
う
規
定
を
、
あ
ら
ゆ
る
争
い
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
る
と
読
む
の
は
過
剰
な
解
釈
で
あ
る
。
か
か
る
解
釈
を
採
用
し
た
場

合
、
現
に
継
続
中
の
収
容
の
延
長
を
争
う
際
も
、
そ
の
最
終
決
定
を
待
た

ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
れ
を
効
果
的
に
審
査
で
き
な
く
な
る
。
よ
っ
て

本
件
は
、
同
条
に
よ
る
管
轄
制
限
に
縛
ら
れ
な
い
。
ま
た
２
２
６
（e）
が
制

限
す
る
の
は
、
司
法
長
官
に
よ
る
裁
量
的
裁
決
、
活
動
（activity

）、
決

定
に
対
す
る
司
法
審
査
で
あ
り
、
本
件
に
お
け
る
「
仮
放
免
な
き
収
容
を

許
容
す
る
法
制
」
自
体
の
審
査
は
、
同
条
の
射
程
外
で
あ
る
。

　

次
に
②
に
つ
い
て
。法
律
の
合
憲
性
に
深
刻
な
疑
義
が
呈
さ
れ
た
と
き
、

ま
ず
は
問
題
を
回
避
で
き
る
法
律
の
解
釈
が
適
切
に
成
立
し
得
る
か
を
確

認
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
憲
法
判
断
回
避
準
則
は
、
通
常
の
語
法
に

も
と
づ
く
解
釈
の
後
、
他
の
解
釈
の
方
が
当
該
条
文
の
解
釈
に
妥
当
な
場

合
に
の
み
用
い
ら
れ
る
。
通
常
の
語
法
に
も
と
づ
く
解
釈
以
上
の
解
釈
が

存
在
し
な
い
場
合
、
同
準
則
は
単
に
適
用
さ
れ
な
い
。
原
審
が
行
っ
た

期
間
が
課
さ
れ
て
い
る
、
と
解
釈
し
た
。
政
府
は
原
審
を
不
服
と
し
て
連

邦
最
高
裁
判
所
へ
と
上
告
し
、
連
邦
最
高
裁
も
移
送
令
状
の
発
給
を
裁
量

的
に
許
可
し
た
。

【
論
点）

11
（

】

①　

  

司
法
裁
判
所
は
、
最
終
的
な
退
去
命
令
が
な
さ
れ
て
い
な
い
案
件
の

裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
か
。

②　

  

憲
法
判
断
回
避
準
則
を
用
い
て
関
連
条
文
を
合
憲
的
に
解
釈
す
る
こ

と
は
適
当
か
。
加
え
て
、
退
去
命
令
を
争
う
非
市
民
に
は
、
保
証
金

に
よ
っ
て
不
合
理
な
収
容
か
ら
免
れ
る
憲
法
上
の
自
由
が
認
め
ら
れ

る
か
。

③　

集
団
訴
訟
に
よ
る
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
か
。

【
判
旨
】

（イ）A
lito

裁
判
官
法
廷
意
見
（
た
だ
し
第
２
章
の
み
相
対
多
数
意
見
。

R
obert

首
席
裁
判
官
とK

ennedy

裁
判
官
がA

lito

裁
判
官
の
意
見
に
全

面
同
意
。Thom

as

裁
判
官
とG

orsuch

裁
判
官
は
第
２
章
を
除
き
、

A
lito

裁
判
官
の
意
見
に
同
意）

12
（

）

　

①
本
件
に
つ
き
、
裁
判
所
は
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
２
３
５
（b） 

（9） 

（
13
）

お
よ
び
２
３
６

（e） 

（
14
）の

規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
（
法
廷
意
見
第
２

章
）。
②
裁
判
所
は
制
定
法
の
文
言
に
多
様
な
解
釈
が
成
立
す
る
場
合
に

は
、
憲
法
判
断
回
避
準
則
の
下
、
深
刻
な
憲
法
上
の
疑
義
を
生
ぜ
し
め
る

解
釈
を
避
け
、
代
わ
り
に
そ
の
問
題
を
回
避
し
う
る
解
釈
を
採
用
す
る
こ
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放
で
き
る
と
規
定
す
る
。
２
３
５
（b）
同
様
、
２
３
６
（c）
も
、
特
定
の
要
件

を
充
足
し
た
司
法
長
官
が
決
定
し
た
「
場
合
の
み
」
外
国
人
の
釈
放
が
認

め
ら
れ
る
と
規
定
し
た
の
だ
か
ら
、
２
３
６
（c）
権
限
下
で
拘
束
さ
れ
た
外

国
人
は
こ
こ
で
明
示
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
、釈
放
の
余
地
は
な
い
。よ
っ

て
２
３
６
（c）
に
黙
示
的
に
６
ヶ
月
と
い
う
期
間
を
内
包
さ
せ
よ
う
と
す
る

被
上
告
人
お
よ
び
原
審
の
解
釈
は
、
こ
こ
で
も
許
容
さ
れ
な
い
。

　

最
後
に
③
に
つ
い
て
。
差
戻
審
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
２
４
２
（f） 

（1） 

（
18
）お

よ
び
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
Ｒ
２
３
（b） 

（2） 

（
19
）に

も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
管
轄
権

が
な
お
維
持
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
審
理
と
判
断
を
要
す
。差
戻
審
で
は
、

Ｉ
Ｎ
Ａ
２
４
２
（f） 

（1）
の
下
、
被
上
告
人
ら
の
憲
法
上
の
根
拠
を
主
張
す
る

ク
ラ
ス
全
体
で
の
差
止
請
求
を
審
査
で
き
る
か
否
か
が
判
断
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
れ
が
否
定
さ
れ
、
ま
た
控
訴
裁
判
所
が
宣
言
的
判

決
に
よ
る
救
済
に
つ
い
て
の
審
理
を
な
し
う
る
と
決
定
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
か
か
る
救
済
が
Ｒ
２
３
（b） 

（2）
の
下
で
な
お
維
持
し
う
る
か
判
断
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
審
は
、
２
４
１
条
該
当
者
と
い
うsubclass

に

対
し
て
仮
放
免
の
た
め
の
聴
聞
を
与
え
な
い
旨
を
判
示
し
て
お
り
、
か
か

る
原
審
の
判
断
が
正
当
な
ら
ば
、
も
は
や
「
ク
ラ
ス
全
成
員
に
対
し
不
法

な
執
行
の
禁
止
な
い
し
宣
言
的
判
決
」を
求
め
る
主
張
の
正
当
性
は
な
い
。

加
え
て
、
被
上
告
人
ら
が
主
張
す
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
も
と
づ

く
救
済
に
関
し
、
集
団
訴
訟
の
提
起
が
適
当
な
方
法
で
あ
る
か
の
審
理
も

要
す
。

（ロ）Thom
as

裁
判
官
意
見
（
脚
注
６
を
除
き
、G

orsuch

裁
判
官
が
同
意
）

２
３
５
（b）
、
２
３
６
（a）
、
２
３
６
（c）
の
解
釈
は
解
釈
の
範
疇
を
超
え
て
お

り
、
同
準
則
の
本
件
へ
の
適
用
は
誤
り
で
あ
る
。

　

２
３
５
（b）
は
手
続
の
完
了
ま
で
の
間
、
入
国
申
請
者
を
収
容
す
る
こ
と

を
政
府
に
命
じ
た
規
定
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
そ
の
手
続
が
完
了
す
れ
ば
、

収
容
も
終
了
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
手
続
の
完
了

以
外
に
同
規
定
は
、
特
段
の
収
容
の
期
間
の
制
限
を
示
し
て
い
な
い
。
ま

た
仮
放
免
の
規
定
も
な
い
。
控
訴
裁
判
所
はZadvydas

判
決
を
引
用
し

て
憲
法
判
断
回
避
準
則
に
依
拠
し
、
同
条
に
黙
示
的
な
６
ヶ
月
と
い
う
収

容
期
間
の
制
限
を
読
み
込
ん
だ
が
、
か
か
る
解
釈
は
採
用
で
き
な
い
。
本

条
文
は
、
収
容
の
終
期
が
不
明
確
だ
っ
たZadvydas

事
件
に
お
け
る

２
４
１
条
と
異
な
り
、「
審
査
が
終
わ
る
ま
で
（
２
３
５
（b） 

（1） 

（B）
）」
あ
る

い
は
「
退
去
手
続
の
間
（
２
３
５
（b） 

（2） 

（A）
）」
収
容
が
な
さ
れ
る
と
明
示

す
る）

16
（

。
ま
た
、Zadvydas

で
争
わ
れ
た
収
容
の
権
限
を
規
定
す
る
条
文

は「m
ay be detained

」と
い
う
裁
量
を
用
い
て
い
た
が
、本
件
で
は「shall 

be detained

」
と
い
う
議
会
に
よ
る
命
令
的
規
定
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

条
文
の
曖
昧
さ
を
本
件
で
見
出
せ
な
い）

17
（

。

　

２
３
６
（a）
は
、
収
容
さ
れ
た
外
国
人
が
「
２
３
６
（c）
の
禁
じ
る
類
型
に

該
当
し
な
い
場
合
」
に
、
当
該
外
国
人
を
釈
放
す
る
こ
と
を
司
法
長
官
に

許
容
す
る
。
２
３
６
（c）
は
、
刑
事
犯
罪
や
テ
ロ
活
動
な
ど
法
律
上
列
挙
さ

れ
た
類
型
に
該
当
す
る
外
国
人
を
収
容
し
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
。

ま
た
同
時
に
、
こ
れ
ら
類
型
に
該
当
す
る
外
国
人
を
、
証
人
保
護
の
観
点

か
ら
確
保
す
る
た
め
に
仮
放
免
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
逃
亡
の
虞
お
よ
び

共
同
体
社
会
へ
の
危
険
が
な
い
、
と
司
法
長
官
が
決
定
し
た
場
合
の
み
釈
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れ
た
事
案
で
あ
る
。
十
年
以
上
争
わ
れ
、
ま
た
近
時
で
は
米
国
内
で
移
民

の
排
斥
の
是
非
を
め
ぐ
る
諸
種
の
争
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件

に
お
け
る
最
高
裁
の
動
向
は
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
た）

21
（

。
以
下
、
特
に
論

点
②
に
注
目
し
、
（a）
ア
メ
リ
カ
移
民
法
の
体
系
を
略
述
し
、
（b） 

諸
先
例
と

R
odriguez

判
決
を
対
照
す
る
。

　

（a）
ア
メ
リ
カ
移
民
法
の
体
系

　

ア
メ
リ
カ
移
民
法
は
、
絶
対
的
権
限
の
法
理
（plenary pow

er 

doctrine

）
を
基
底
と
す
る
。
こ
れ
は
、「
国
家
主
権
に
も
と
づ
く
、
外
国

人
の
法
的
規
制
に
関
す
る
連
邦
議
会
と
政
府
の
強
力
な
権
限
、
お
よ
び
政

治
部
門
に
対
す
る
司
法
裁
判
所
の
敬
譲
」
を
指
す
。
法
律
に
よ
る
外
国
人

の
排
斥
と
そ
の
執
行
を
正
当
化
す
る
同
法
理
の
基
礎
に
は
、
国
際
法
上
の

古
典
的
主
権
概
念
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
対
外
的
独
立
性
を
有
す
る
主

権
国
家
は
他
国
の
統
治
権
限
に
服
さ
ず
、
国
家
の
独
立
性
の
維
持
の
た
め

に
他
国
民
の
入
国
を
拒
否
し
退
去
を
強
制
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ

る
。
こ
の
考
え
に
立
脚
し
て
、
国
家
の
自
己
保
存
（self-preservation

）
22
（

）

の
た
め
に
必
要
な
自
国
へ
の
外
国
人
の
入
国
・
滞
在
禁
止
権
限
は
、
連
邦

の
政
治
部
門
と
り
わ
け
議
会
に
属
し
、
ま
た
こ
の
政
治
的
決
定
に
関
し
司

法
は
敬
譲
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
こ
れ
に
対
す
る
審
査
は
広
範
に
制

限
さ
れ
る
、
と
説
か
れ
て
き
た）

23
（

。

　

同
法
理
下
、
外
国
人
の
処
遇
は
、
未
入
国
の
外
国
人
の
入
国
拒
否
と
、

適
法
に
入
国
し
た
外
国
人
の
退
去
強
制
と
に
区
別
さ
れ
て
き
た
。
合
衆
国

の
土
地
な
い
し
共
同
体
と
の
紐
帯
の
観
点
か
ら
、
既
入
国
者
に
つ
い
て
は

　

論
点
①
に
つ
き
、
裁
判
管
轄
権
排
除
条
項
に
よ
り
本
法
廷
が
裁
判
管
轄

権
を
有
し
な
い
旨
を
説
く
。

（ハ）B
reyer

裁
判
官
反
対
意
見
（G

insburg

裁
判
官
とSotom

ayor

裁
判
官

が
同
意
）

　

論
点
②
に
つ
い
て
。
憲
法
の
文
言
、
目
的
、
歴
史
、
慣
習
、
判
例
法
の

い
ず
れ
に
照
ら
し
て
も
、
法
廷
意
見
の
採
用
す
る
解
釈
は
法
律
の
合
憲
性

に
つ
き
重
大
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
。
修
正
５
条
の
保
障
対
象
に
は
、
外

国
人
も
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
身
体
的
拘
束
か
ら
の
自
由
は
、
恣
意
的
な
政

府
の
活
動
か
ら
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
保
護
し
て
き
た
自
由
の
核
心

部
分
に
あ
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
保
釈
に
関
す
る
手
続
が
全
う
さ
れ
な
い
場
合

に
は
、
適
正
手
続
の
一
部
が
全
う
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
（
過
大
な
額
の

保
証
金
を
禁
じ
た
修
正
８
条
も
、
こ
れ
と
同
旨
で
あ
る
）。
諸
種
の
先
例

も
非
市
民
の
収
容
に
関
し
て
、
仮
放
免
手
続
に
関
す
る
保
障
が
尊
重
さ
れ

る
こ
と
を
認
め
て
き
た
。
よ
っ
て
、
本
件
の
よ
う
に
収
容
さ
れ
た
非
市
民

へ
の
仮
放
免
の
た
め
の
聴
聞
を
禁
じ
る
法
律
は
、
違
憲
の
疑
い
が
強
い
。

そ
し
て
関
連
条
文
が
仮
放
免
を
認
め
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
か
ど
う
か
に

関
し
て
も
、
法
律
の
文
言
お
よ
び
同
法
の
基
底
を
流
れ
る
基
本
的
な
目
的

に
反
す
る
こ
と
な
く
、
収
容
が
延
長
さ
れ
る
場
合
に
は
仮
放
免
が
必
要
だ

と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る）

20
（

。

【
解
説
】

　

本
件
は
非
市
民
に
対
す
る
移
民
法
上
の
長
期
の
収
容
の
合
憲
性
が
争
わ



43 － 最終的退去命令を受けていない非市民の収容の継続に、保証金による仮放免のための聴聞の機会の付与を要するとした控訴審判決が破棄差戻しされた事例（浦川）

憲
法
問
題
と
し
て
正
面
か
ら
扱
う
の
を
避
け
て
き
た）

34
（

。

　

以
上
の
基
礎
の
上
に
示
さ
れ
たR

odriguez

判
決
は
、
ア
メ
リ
カ
移
民

法
を
理
解
し
そ
の
動
向
を
検
討
す
る
う
え
で
、
法
理
論
上
も
政
治
上
も
意

義
を
有
す
。
本
稿
で
は
法
理
論
に
焦
点
を
当
て
、
退
去
強
制
に
先
立
つ
収

容
の
合
憲
性
に
関
す
る
先
例
と
の
対
照
を
お
こ
な
い
、
判
例
の
流
れ
の
な

か
にR

odriguez

判
決
を
ど
う
位
置
付
け
う
る
か
整
理
す
る
。

（b）
本
件
と
先
例
と
の
対
照

（１）　

退
去
命
令
後
の
収
容
を
争
っ
たZadvydas v. D

avis

事
件）

35
（

　

リ
ト
ア
ニ
ア
人
の
両
親
の
下
ド
イ
ツ
で
出
生
し
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た

Zadvydas(LPR
) 

は
、
刑
事
事
件
で
有
罪
判
決
を
受
け
仮
釈
放
の
後
、
同

判
決
を
理
由
に
最
終
的
な
退
去
命
令
を
下
さ
れ
た
。
だ
が
リ
ト
ア
ニ
ア
と

ド
イ
ツ
はZadvydas

を
国
民
で
な
い
た
め
受
入
拒
否
し
、
受
入
国
が
見

つ
か
ら
な
い
た
め
退
去
は
完
了
せ
ず
、
移
民
法
上
規
定
さ
れ
た
90
日
間
の

退
去
強
制
期
間
を
徒
過
し
た）

36
（

。
退
去
の
見
込
み
な
く
当
該
期
間
の
徒
過
後

も
収
容
を
継
続
す
る
こ
と
に
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
と
し
、Zadvydas

は

人
身
保
護
令
状
を
求
め
出
訴
し
た）

37
（

。

　

連
邦
最
高
裁
はB

reyer

裁
判
官
の
執
筆
す
る
法
廷
意
見
に
お
い
て
、

法
律
が
無
期
限
の
収
容
を
許
容
す
る
と
解
し
た
場
合
の
違
憲
の
疑
い
故
に

合
憲
限
定
解
釈
を
お
こ
な
い
、
政
府
が
主
張
し
た
絶
対
的
権
限
の
法
理
に

対
し
て
修
正
５
条
に
も
と
づ
く
制
限
を
加
え
、
６
ヶ
月
お
き
の
仮
放
免
の

た
め
の
聴
聞
の
実
施
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
絶
対
的

権
限
の
法
理
に
対
し
て
司
法
裁
判
所
が
制
限
を
課
し
、
非
市
民
の
権
利
保

未
入
国
者
よ
り
も
手
厚
い
憲
法
的
保
障
を
お
こ
な
う
べ
き
と
さ
れ
る）

24
（

。
こ

の
区
別
は
「
外
と
内
の
区
別
」
と
呼
ば
れ）

25
（

、
現
行
Ｉ
Ｎ
Ａ
上
も
、
適
法
に

入
国
し
た
非
市
民
と
り
わ
け
Ｌ
Ｐ
Ｒ
の
退
去
に
際
し
て
は
比
較
的
厳
格
な

行
政
手
続
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
国
境
で
の
入
国
審
査
を
通
過

す
る
前
の
非
市
民
は
、
す
で
に
物
理
的
に
は
合
衆
国
内
に
い
る
と
し
て
も

法
律
上
未
だ
入
国
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
国
外
退
去
は
適
法

な
入
国
者
よ
り
も
よ
り
軽
度
な
手
続
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る）

26
（

。
こ
の
区

別
は
、
入
国
を
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
捉
え
る
見
方
を
前
提
と
す
る
。
す

な
わ
ち
物
理
的
に
は
国
境
を
越
え
合
衆
国
の
領
域
内
に
存
在
す
る
外
国
人

も
、
法
律
上
は
未
だ
入
国
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
、
合
衆
国
内
に

入
国
を
果
た
し
た
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
憲
法
は
領
土
の
外

に
は
及
ば
な
い
た
め
、
当
該
未
入
国
者
に
対
す
る
権
利
保
障
が
否
定
な
い

し
減
殺
さ
れ
る
の
で
あ
る）

27
（

（
な
お
こ
の
区
別
は
後
述
す
るZadvydas

、

C
lark

判
決
に
よ
り
相
対
化
す
る）

28
（

）。

　

か
か
る
絶
対
的
権
限
の
法
理
に
対
し
て
は
諸
種
の
批
判
が
存
在
す
る
。

同
法
理
の
理
論
的
基
礎
の
不
明
確
さ）

29
（

、
現
実
を
無
視
し
た
法
的
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン）

30
（

、
民
事
手
続
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
る
移
民
の
収
容
・
退
去
強
制
に

は
手
続
的
実
体
的
保
護
が
希
薄
化
す
る
点）

31
（

、
難
民
申
請
者
ら
の
入
国
許
可

な
い
し
非
市
民
の
退
去
処
分
の
審
査
中
の
収
容
が
長
期
に
わ
た
る
問
題

（prolonged detention

））
32
（

な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る）

33
（

。
裁
判
所
は
こ
れ
ま
で
、

人
権
保
障
に
重
き
を
置
く
判
決
を
行
う
場
合
に
は
、
絶
対
的
権
限
の
法
理

（
お
よ
び
民
事
と
刑
事
の
峻
別
）
に
よ
る
審
査
範
囲
の
縮
減
を
回
避
す
る

べ
く
、問
題
と
な
っ
た
法
律
の
内
容
を
合
憲
限
定
解
釈
に
よ
り
変
質
さ
せ
、
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（２）　

退
去
命
令
前
の
収
容
を
争
っ
たD

em
ore v. K

im

事
件）

42
（

　

K
im

は
６
歳
で
合
衆
国
に
移
り
住
ん
だ
Ｌ
Ｐ
Ｒ
だ
っ
た
が
、
押
込
強
盗

の
廉
で
有
罪
判
決
を
受
け
、
こ
れ
を
理
由
に
Ｉ
Ｎ
Ａ
２
３
６
（c）
の
規
定
す

る
退
去
実
施
の
た
め
収
容
さ
れ
た
。
命
令
的
収
容
を
規
定
し
た
同
条
は
仮

放
免
の
機
会
を
与
え
て
お
ら
ず
、K

im

は
こ
れ
が
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ

セ
ス
に
反
す
る
と
主
張
し
た
。
連
邦
地
裁
は
収
容
の
当
否
を
争
う
機
会
を

付
与
し
な
い
点
を
違
憲
と
認
め
、
第
９
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、

K
im

が
Ｌ
Ｐ
Ｒ
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
同
規
定
が
本
件
に
適
用
さ
れ
る

限
り
に
お
い
て
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
と
判
示
し
た
。
し
か
し

連
邦
最
高
裁
はR

ehnquist

裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
で
、
本
件
の
退
去

決
定
前
の
長
期
の
収
容
に
対
し
憲
法
上
の
制
約
を
認
め
ず
、
ほ
ぼ
完
全
な

議
会
権
限
を
認
め
た
。
そ
の
根
拠
に
は
、
退
去
処
分
か
ら
仮
放
免
さ
れ
た

非
市
民
の
再
犯
率
の
高
さ
、
退
去
手
続
中
に
仮
放
免
さ
れ
た
非
市
民
が
後

の
聴
聞
手
続
に
出
席
し
な
い
割
合
の
高
さ
、
退
去
手
続
を
完
了
す
る
ま
で

に
要
す
る
非
市
民
の
収
容
期
間
の
短
さ
（
平
均
47
日
）
な
ど
の
政
府
に
よ

る
統
計
が
援
用
さ
れ
た
。Zadvydas

判
決
と
の
区
別
の
指
標
と
し
て
、

第
一
に
、Zadvydas

判
決
は
退
去
の
最
終
決
定
後
、
も
は
や
退
去
を
実

行
し
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
収
容
を
継
続
す
る
こ
と
が
争
わ
れ
た
が
、

本
件
で
は
退
去
手
続
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
最
中
の
収
容
が
争
わ
れ
て
お

り
、
か
か
る
収
容
は
退
去
さ
せ
る
べ
き
外
国
人
の
逃
亡
を
防
ぎ
、
退
去
に

関
す
る
手
続
を
実
効
的
に
進
め
る
上
で
必
要
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、

Zadvydas
で
は
永
続
し
か
ね
な
い
収
容
が
争
わ
れ
た
が
、
こ
の
事
案
で

障
を
宣
言
し
た
点
か
ら
注
目
さ
れ
た
。
く
わ
え
て
、
本
件
を
先
例
で
あ
る

Shaughnessy v. U
nited States ex rel, M

ezei

判
決）

38
（

の
射
程
外
と
し
、
上

述
の
「
外
と
内
の
区
別
」
と
り
わ
け
当
時
下
級
審
で
形
成
さ
れ
始
め
て
い

た
出
国
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（exit fiction

）
を
相
対
化
さ
せ
た
点
も
注
目
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、入
国
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（entry fiction

）
に
始
ま
る
「
外

と
内
の
区
別
」
を
理
論
的
に
貫
徹
す
る
な
ら
、Zadvydas

は
す
で
に
退

去
強
制
の
最
終
的
命
令
を
受
け
て
い
る
た
め
、
物
理
的
に
は
合
衆
国
に
存

在
し
よ
う
と
も
、
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
外
国
人
と
同
視
す
る
法
的
フ
ィ
ク

シ
ョ
ンexit fiction

が
成
立
し
、
憲
法
的
保
障
が
未
入
国
外
国
人
の
レ
ベ

ル
に
ま
で
縮
減
す
る
は
ず
で
あ
る）

39
（

。
し
か
しB

reyer

裁
判
官
に
よ
る
法

廷
意
見
は
こ
の
説
を
採
用
せ
ず
、
法
律
の
違
憲
の
疑
い
を
説
い
た
。
そ
の

後
、
退
去
命
令
後
の
収
容
の
制
限
に
関
す
るZadvydas

の
判
断
枠
組
み

は
、
入
国
時
に
収
容
さ
れ
法
律
上
未
入
国
の
非
市
民
の
収
容
を
争
っ
た

C
lark v. M

artinez

）
40
（

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
、「
外
と
内
の
区
別
」
自
体
の

相
対
化
（
な
い
し
混
乱
）
が
進
む
。

　

R
odriguez

判
決
と
の
対
比
の
上
で
摘
示
す
べ
きZadvydas
判
決
の
特

徴
は
、
（ア）
非
市
民
は
Ｌ
Ｐ
Ｒ
、
（イ）
最
終
的
退
去
命
令
が
あ
る
、
（ウ）
非
市
民

の
受
入
国
が
な
い
故
に
退
去
処
分
が
完
遂
せ
ず
、
こ
れ
に
よ
り
収
容
期
間

が
無
制
限
と
な
る
可
能
性
が
強
く
、
ま
た
非
市
民
の
収
容
を
移
民
法
上
正

当
化
す
る
「
退
去
手
続
と
処
分
の
完
了
の
実
効
化
」
と
い
う
理
由
が
消
滅

す
る
、
（エ）
法
律
が
司
法
長
官
に
与
え
た
権
限
は
裁
量
「m

ay

」）
41
（

、
（オ）
Ｉ
Ｎ

Ａ
に
退
去
完
了
に
要
す
る
合
理
的
収
容
期
間
の
定
め
が
な
か
っ
た
（
当
該

判
決
に
よ
り
６
ヶ
月
と
い
う
期
間
が
設
け
ら
れ
た
）
点
で
あ
る
。
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て
き
た
。
こ
れ
に
は
、C

lark

判
決
を
執
筆
し
たScalia

裁
判
官
の
テ
キ

ス
ト
主
義
的
解
釈
手
法）

45
（

が
影
響
を
与
え
た
と
み
う
る
。
か
か
る
相
対
化
は

R
odriguez

で
よ
り
鮮
明
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
でclass

該
当
者
の

な
か
の
下
位
分
類subclass

に
は
、
２
３
５
（b）
に
よ
る
規
律
の
対
象
と
さ

れ
て
い
る
入
国
申
請
者
と
、
２
３
６
（c）
に
よ
っ
て
罪
を
犯
し
た
が
故
に
入

国
を
拒
否
さ
れ
も
し
く
は
退
去
を
強
制
さ
れ
う
る
外
国
人
と
が
存
在
し
、

同
一
の
事
件
に
お
い
て
こ
れ
ら
が
特
段
の
断
り
も
な
く
判
決
中
、
審
理
さ

れ
て
い
る）

46
（

。Zadvydas

、C
lark

判
決
を
テ
コ
に
「
外
と
内
の
区
別
」
の

相
対
化
が
さ
ら
に
進
み
、
上
述
し
た
特
徴
（ア）
が
持
つ
意
味
合
い
が
こ
の
文

脈
で
は
弱
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る）

47
（

。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
、
要
素
（イ）
が
持

つ
非
市
民
の
法
律
上
の
地
位
の
確
定
と
い
う
機
能
は
こ
の
文
脈
で
は
実
は

縮
減
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ）

48
（

、
な
お
残
存
す
る

の
は
議
会
が
定
め
た
司
法
審
査
排
除
条
項
の
ス
イ
ッ
チ
と
し
て
の
機
能）

49
（

、

な
ら
び
に
収
容
の
継
続
の
正
当
化
理
由
と
し
て
の
機
能
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

Zadvydas

とR
odriguez

の
区
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
注
目
さ
れ

た
の
は
、
要
素
（ウ）
「
退
去
の
実
現
可
能
性
」
か
ら
導
か
れ
る
収
容
の
永
続

性
（
人
権
上
の
問
題
）
と
、
収
容
の
正
当
化
理
由
の
残
存
（
国
家
の
対
外

的
主
権
の
問
題
）
で
あ
る
。
こ
の
二
点
の
超
克
の
た
め
に
本
件
被
上
告
人

ら
は
、
前
者
に
対
し
て
は
、
手
続
が
え
て
し
て
遅
延
し
が
ち
で
収
容
が
長

期
に
渡
る
こ
と）

50
（

、
法
文
上
収
容
が
い
つ
終
わ
る
か
が
明
白
で
な
い
こ
と
を

も
っ
て
攻
撃
し
た
。
後
者
に
関
し
て
も
、
そ
の
後
の
手
続
に
お
い
て
対
象

者
が
釈
放
を
得
る
割
合
が
多
い
こ
と
な
ど
を
も
っ
て
疑
問
を
呈
し
、
収
容

は
退
去
に
関
す
る
最
終
的
な
決
定
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
収
容
は
平
均
47
日

間
、
不
服
申
立
て
を
お
こ
な
っ
て
も
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
平
均
約
４
ヶ
月
と

短
期
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た）

43
（

。

　

R
odriguez

判
決
と
の
対
比
の
上
で
挙
げ
て
お
く
べ
き
本
件
の
特
徴
は
、

（ア）
非
市
民
は
Ｌ
Ｐ
Ｒ
、
（イ）
外
国
人
に
対
し
未
だ
最
終
的
退
去
命
令
が
出
さ

れ
て
お
ら
ず
、
退
去
手
続
中
の
収
容
が
争
わ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
法
廷
意

見
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
、K

im

は
自
身
の
退
去
該
当
性
を
認
め
て
い
る
）、

（ウ）
受
入
国
が
存
在
し
な
い
こ
と
ま
で
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
収
容

が
永
続
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
退
去
手
続
と
処
分
完
了
の
実
効
化
と

い
う
収
容
の
正
当
化
理
由
が
な
お
存
す
る
、
（エ）
司
法
長
官
に
収
容
権
限
を

付
与
し
た
条
文
は
命
令
的
規
定
（shall, 
２
３
６
（c）
）
と
い
う
点
で
あ
る）

44
（

。

（３）　

小
括

　

R
odriguez

で
は
、
退
去
強
制
の
可
否
を
未
だ
争
う
非
市
民
の
長
期
に

渡
る
収
容
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
原
審
の
合
憲
限
定
解

釈
を
破
棄
し
、
民
事
法
上
の
移
民
の
収
容
に
つ
き
仮
放
免
の
機
会
を
保
障

し
な
い
条
文
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
審
査
を
要
す
る
と
し
て
差

し
戻
し
た
。
以
下
、
判
例
の
蓄
積
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
移

民
法
体
系
に
お
け
る
本
件
の
位
置
お
よ
び
意
義
を
整
理
す
る
。

　

ま
ず
「
外
と
内
の
区
別
」
に
つ
き
整
理
す
る
。
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

前
提
と
し
た
当
該
区
別
は
、exit fiction

を
採
用
し
な
か
っ
たZadvydas

判
決
に
よ
っ
て
動
揺
し
、entry fiction

を
等
閑
視
し
たC

lark

判
決
に

よ
っ
て
、
国
外
退
去
の
文
脈
に
お
い
て
は
従
来
の
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
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所
に
お
け
る
全
て
の
非
市
民
の
う
ち
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
者
。
（1）
移

民
退
去
法
の
定
め
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
実
施
の
た
め
に
、
退
去
手
続
完

了
ま
で
の
間
、
６
ヶ
月
以
上
の
収
容
を
現
在
受
け
て
い
る
又
は
受
け
て
い

た
者
。
（2）
現
在
又
は
こ
れ
ま
で
、
国
防
目
的
の
法
律
に
よ
り
収
容
を
受
け

て
い
な
い
者
。
（3）
そ
の
収
容
の
正
当
性
を
判
断
す
る
た
め
の
聴
聞
の
機
会

が
付
与
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
者
」。

（
5
） 　

２
３
５
（b）
は
入
国
を
求
め
る
外
国
人
の
審
査
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
入

国
な
い
し
仮
放
免
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
外
国
人
は
通
常
、
入
国
を
認
め

ら
れ
な
い
。
例
外
的
に
難
民
申
請
者
に
は
さ
ら
な
る
審
査
が
な
さ
れ
る

（
２
３
５
（b） 

（1） 

（A）
）。
審
査
官
が
申
請
者
に
著
し
い
迫
害
の
虞
を
認
め
た
場

合
、
当
該
申
請
者
の
さ
ら
な
る
審
査
の
た
め
収
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（shall be detained

）。
迫
害
の
虞
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
通
常
、
さ

ら
な
る
審
査
手
続
な
く
退
去
を
強
制
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
両
審
査
お
よ
び
退

去
完
了
ま
で
、
当
該
外
国
人
は
収
容
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
２
３
５

（b） 

（1） 

（B）
）。
ま
た
入
国
審
査
官
は
、
入
国
を
求
め
る
外
国
人
が
、
入
国
の
資

格
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
有
し
な
い
と
即
断
も
で
き
な
い

と
判
断
し
た
場
合
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
２
４
０
条
に
も
と
づ
き
お
こ
な
わ
れ
る
手
続

の
間
当
該
外
国
人
を
収
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（shall be detained

）

（
２
３
５
（b） 

（2）
）。

（
6
） 　

２
３
６
（a）
は
、
外
国
人
の
収
捕
、
収
容
、
放
免
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

司
法
長
官
の
令
状
に
よ
り
退
去
強
制
の
可
否
が
判
断
さ
れ
て
い
る
間
、
対

象
外
国
人
は
収
捕
、
収
容
さ
れ
う
る
（m

ay be arrested and detained

）。

２
３
６
（c）
規
定
の
場
合
を
除
き
、
司
法
長
官
は
、
当
該
外
国
人
の
収
容
を

継
続
し（m

ay continue to detain

）、保
証
金
な
い
し
条
件
付
仮
放
免
に
よ
っ

て
釈
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
（m

ay release 

… on bond 

… conditional 

の
継
続
の
正
当
性
を
個
別
具
体
的
に
明
確
に
す
る
た
め
に
こ
そ
仮
放
免
の

た
め
の
聴
聞
の
機
会
を
要
す
る
と
主
張
し
た）

51
（

。
し
か
し
法
廷
意
見
は
、
収

容
の
終
期
に
つ
い
て
被
上
告
人
ら
が
求
め
る
よ
う
な
具
体
的
日
数
に
代
え

て
、
要
素
（オ）
収
容
の
終
期
は
、「
退
去
手
続
が
継
続
し
て
い
る
間
」
な
ど

法
文
上
明
示
さ
れ
て
い
る
と
応
答
し
た）

52
（

。
本
件
は
解
釈
の
許
容
性
を
理
由

と
し
て
原
審
に
差
し
戻
さ
れ）

53
（

、
一
連
の
紛
争
の
結
論
に
つ
い
て
は
未
定
で

あ
る
が
、
被
上
告
人
ら
の
主
張
に
対
す
る
法
廷
意
見
の
応
答
が
精
確
か
つ

十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
解
せ
な
い
。
ま
た
現
実
的
な
問
題
と
し
て
、

退
去
手
続
中
の
外
国
人
に
仮
放
免
を
認
め
な
い
こ
と
で
、
仮
放
免
さ
れ
て

い
る
間
に
弁
護
士
や
証
人
、
証
拠
へ
と
ア
ク
セ
ス
す
る
訴
訟
上
の
利
益
が

失
わ
れ
る
こ
と
や
、
被
収
容
者
や
そ
の
家
族
の
生
活
不
安
定
化
の
問
題
が

未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
第
９
巡
回
区
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
結

論
を
出
し
、
連
邦
最
高
裁
が
ど
う
応
じ
る
か
は
、
引
き
続
き
注
目
に
値
す

る）
54
（

。
（
1
） 　

合
衆
国
に
お
い
て
市
民
権
を
有
し
な
い
外
国
人
を
こ
こ
で
は
広
く
非
市

民
と
呼
称
す
る
。

（
2
） 　

判
決
原
文
で
は
Ｕ
Ｓ
Ｃ
第
８
編
に
も
と
づ
き
条
文
の
指
定
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
関
す
る
学
会
の
通
例
に
な

ら
い
、
対
応
す
る
Ｉ
Ｎ
Ａ
の
条
文
に
置
換
し
記
述
す
る
。

（
3
） 　R

odriguez v. H
ayes, 591 F. 3d 1105 (2010).

（
4
） 　

承
認
さ
れ
たclass

は
次
の
通
り
。「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
中
央
地
方
裁
判
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る
論
点
②
を
重
点
的
に
扱
う
。

（
12
） 　

な
おK

agan

裁
判
官
は
本
判
決
の
審
理
へ
の
参
加
を
回
避
し
て
い
る
。

（
13
） 　

条
文
前
段
は
次
の
通
り
規
定
す
る
。「
憲
法
及
び
法
律
の
条
項
の
適
用
を

含
め
た
、
全
て
の
法
及
び
事
実
に
関
す
る
問
題
の
審
査
は
、
そ
の
問
題
が

本
タ
イ
ト
ル
の
下
で
の
合
衆
国
か
ら
の
外
国
人
の
退
去
に
関
す
る
活
動
な

い
し
手
続
か
ら
生
じ
る
（arising from

）
限
り
、
本
条
の
下
で
な
さ
れ
た

最
終
的
命
令
に
対
し
て
の
み
な
し
う
る
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」。
ま
た
後
段
は
、
他
の
条
文
の
規
定
す
る
人
身
保
護
令
状
に
よ
っ
て
こ

れ
を
審
査
し
得
な
い
と
規
定
し
司
法
の
審
査
の
範
囲
を
狭
め
て
い
る
。

（
14
） 　

同
条
の
規
定
は
次
の
通
り
。「
２
２
６
条
の
適
用
に
関
す
る
司
法
長
官
の

裁
量
的
裁
決
は
、
司
法
の
審
査
の
対
象
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な

る
裁
判
所
も
、
本
条
下
で
の
外
国
人
の
収
容
・
釈
放
・
保
証
金
若
し
く
は

条
件
付
仮
放
免
の
付
与
・
撤
回
・
拒
否
に
関
す
る
司
法
長
官
の
活
動
な
い

し
決
定
に
つ
い
て
、
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」。

（
15
） 　

争
点
の
②
に
つ
い
て
法
廷
意
見
は
次
の
通
り
述
べ
る
。「
移
民
法
上
、
保

釈
聴
聞
が
要
請
さ
れ
る
と
す
る
原
審
に
よ
る
結
論
に
は
誤
り
が
あ
り
、
被

上
告
人
ら
の
憲
法
上
の
主
張
に
つ
い
て
そ
の
本
案
部
分
の
十
分
な
審
理
が

行
わ
れ
て
い
な
い
。
当
裁
判
所
は
始
審
と
し
て
で
は
な
く
上
訴
審
と
し
て

の
役
割
を
負
っ
て
い
る
、
と
す
る
先
例
に
照
ら
し
て
、
本
法
廷
で
こ
の
点

に
つ
い
て
審
査
を
行
わ
ず
、代
わ
り
に
、本
件
に
つ
い
て
第
一
審
と
し
て
（in 

the first instance

）
判
断
さ
せ
る
べ
く
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
差
し
戻
す
」。

583 U
.S. _(2018), at 7.

（
16
） 　

法
廷
意
見
で
は
こ
れ
に
加
え
て
、
司
法
長
官
が
一
時
的
に
「
切
迫
し
た

人
道
上
の
理
由
ま
た
は
重
大
な
公
共
の
利
益
」
に
も
と
づ
き
、
同
条
の
下

で
収
容
さ
れ
た
外
国
人
を
一
時
的
に
放
免
し
う
る
こ
と
を
以
っ
て

parole

）。

（
7
） 　

２
３
６
（c）
は
、
外
国
人
刑
法
犯
の
収
容
と
放
免
に
つ
き
規
定
す
る
。
司

法
長
官
は
、
諸
条
文
の
規
定
す
る
刑
事
犯
罪
故
に
入
国
で
き
な
い
若
く
は

退
去
さ
せ
ら
れ
う
る
外
国
人
を
、
収
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（shall take 

into custody
）（
２
３
６
（c） 

（1）
）。
司
法
長
官
は
、
刑
事
犯
罪
に
関
す
る
証

人
保
護
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
の
み
（only if

）、
当
該

外
国
人
を
放
免
し
う
る
。
こ
の
釈
放
は
、
当
該
外
国
人
が
他
者
や
そ
の
財

産
に
危
害
を
及
ぼ
さ
ず
、
ま
た
所
定
の
手
続
に
出
席
す
る
で
あ
ろ
う
と
司

法
長
官
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
場
合
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
（
２
３
６
（c） 

（2）
）。

（
8
） 　

２
４
１
条
は
退
去
命
令
が
下
さ
れ
た
後
の
外
国
人
の
収
容
と
退
去
の
権

限
に
つ
い
て
規
定
す
る
。Zadvydas
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
90
日
間
の
収

容
の
期
間
に
関
す
る
規
定
も
置
か
れ
て
い
る
。

（
9
） 　Zadvydas v. D

avis, 533 U
.S. 678 (2001).

（
10
） 　

す
な
わ
ち
、
長
期
に
わ
た
る
収
容
か
ら
の
仮
放
免
の
機
会
を
認
め
な
い

Ｉ
Ｎ
Ａ
関
連
条
文
に
は
違
憲
の
疑
い
が
著
し
い
た
め
、
当
該
法
条
を
違
憲

と
す
る
判
断
を
回
避
す
る
べ
く
、
控
訴
裁
は
２
２
６
（a）
を
、
外
国
人
に
は

６
ヶ
月
ご
と
の
仮
放
免
が
与
え
る
よ
う
政
府
に
要
請
し
、
ま
た
６
ヶ
月
以

上
の
収
容
に
は
、
さ
ら
な
る
収
容
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
政
府

が
明
白
か
つ
説
得
力
の
あ
る
証
拠
に
よ
り
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

規
定
し
た
条
文
だ
と
解
釈
し
た
。
な
お
原
文
で
はconstitutional avoidance 

canon

で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
憲
法
判
断
回
避
の
一
内
容
で
あ
る
合
憲
限

定
解
釈
と
解
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
判
決
原
文
へ
の
忠
実
さ
を
企
図
し
て

判
決
文
の
紹
介
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
憲
法
判
断
回
避
と
訳
し
、
解
説
部

分
で
は
理
解
の
容
易
化
の
た
め
合
憲
限
定
解
釈
と
記
述
す
る
。

（
11
） 　

紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
絶
対
的
権
限
の
法
理
と
特
に
深
く
関
連
す
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区
裁
判
所
が
有
す
か
。
有
し
な
い
場
合
、
な
お
同
裁
判
所
が
Ｒ
２
３
に
則

り
宣
言
的
判
決
を
な
し
う
る
か
。
②W

al-M
art

判
決
に
照
ら
し
、
な
お
Ｒ

２
３
（b） 

（2）
上
、
適
法
に
争
い
を
継
続
し
う
る
か
。
③
Ｒ
２
３
（b） 

（2）
上
の
共

通
の
事
実
に
も
と
づ
く
集
団
訴
訟
が
原
告
ら
の
争
訟
の
解
決
に
適
し
た
手

段
か
。
憲
法
上
の
論
点
と
し
て
、
④
憲
法
は
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
２
３
５
（b）
下
で
命

令
的
収
容
の
対
象
の
入
国
申
請
者
に
、
保
証
金
に
よ
る
仮
放
免
の
た
め
の

聴
聞
の
付
与
を
命
じ
て
い
る
か
。
⑤
憲
法
は
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
２
３
６
（c）
下
で
命

令
的
収
容
対
象
の
犯
罪
者
、
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
る
外
国
人
に
対
し
、
仮
放

免
の
た
め
の
聴
聞
の
付
与
を
命
じ
て
い
る
か
。
⑥
憲
法
は
、
Ｉ
Ｎ
Ａ

２
３
５
（b）
、
２
３
６
（a）
、
２
３
６
（c）
の
下
で
６
ヶ
月
以
上
収
容
さ
れ
て
い

る
外
国
人
に
対
し
、
仮
放
免
の
た
め
の
聴
聞
を
保
障
す
る
よ
う
命
じ
て
い

る
か
。
そ
の
際
、
政
府
が
明
白
か
つ
説
得
力
の
あ
る
証
拠
に
よ
っ
て
当
該

外
国
人
に
逃
亡
の
虞
ま
た
は
共
同
体
社
会
へ
の
危
険
の
存
在
を
示
さ
な
い

限
り
、
当
該
外
国
人
は
釈
放
さ
れ
う
る
か
。

（
21
） 　

例
え
ば
福
嶋
敏
明
「
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
よ
る
入
国
禁
止
令
と
司
法

⑴
⑵
⑶
⑷
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
７
５
０
号
（
２
０
１
７
年
）
１
頁
、
７
５
６

号
（
２
０
１
８
年
）
８
頁
、
７
６
０
号
（
２
０
１
８
年
）
１
頁
、
７
６
５

号
（
２
０
１
８
年
）
１
頁
。See, M

altz, Earl M
., The C

onstitution and 

the Trum
p Travel Ban (M

arch 23, 2018). Lew
is &

 C
lark Law

 R
eview, 

Forthcom
ing (https://ssrn.com

/abstract=3148137) 

（
最
終
検
索
日
：

２
０
１
８
年
11
月
20
日
）．
ま
た
本
連
邦
最
高
裁
判
決
以
前
に
執
筆
さ
れ
た

研
究
は
、
本
件
の
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
ポ
ス
ト
９
．
11
の
移
民
の
収

容
に
関
す
る
２
０
０
３
年D

em
ore

判
決
以
来
の
重
大
事
例
に
つ
い
て
連
邦

最
高
裁
が
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
か
、
最
高
裁
は
、
憲
法
上
の

根
拠
、
法
律
上
の
根
拠
、
も
し
く
は
そ
の
両
方
に
も
と
づ
き
判
決
を
下
す

Zadvydas

事
件
と
区
別
し
、
ま
た
嚮
導
的
示
唆
の
準
則
に
よ
り
黙
示
的
な

収
容
期
間
の
制
限
存
在
を
否
定
す
る
。

（
17
） 　

法
廷
意
見
で
は
さ
ら
に
、
条
文
中
用
い
ら
れ
たfor

の
解
釈
を
め
ぐ
る
議

論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
が
、
解
釈
手
法
の
争
い
に
つ
い
て
本
稿
で
は
割
愛

す
る
。

（
18
） 　

Ｉ
Ｎ
Ａ
２
４
２
（f） 

（1）
の
規
定
は
大
要
次
の
通
り
。「
係
争
中
の
行
為
若
く

は
主
張
の
性
質
、
当
事
者
の
特
性
に
か
か
わ
ら
ず
、（
連
邦
最
高
裁
を
除
き
）

い
か
な
る
裁
判
所
も
、本
法
第
2
編
第
4
章
の
条
文
（
２
２
１
―
２
３
２
条
）

に
規
定
さ
れ
た
内
容
の
実
現
に
つ
き
、
す
で
に
手
続
が
開
始
さ
れ
た
個
々

の
外
国
人
へ
の
条
文
の
適
用
に
関
す
る
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
を
阻
み
ま

た
は
抑
制
す
る
管
轄
権
な
い
し
権
限
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
」。
こ
の
条

文
をR

eno v. A
m

erican-A
rab A

nti-D
iscrim

ination C
om

m
., 525 U

.S. 

471 (1999)

と
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
で
、
２
２
１
条
な
い
し
２
３
２
条
の
集

団
訴
訟
に
よ
る
差
止
命
令
が
、
連
邦
下
級
裁
判
所
に
は
禁
じ
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

（
19
） 　

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
Ｒ
２
３
（b） 

（2）
は
大
要
次
の
通
り
。「
集
団
訴
訟
は
、

Ｒ
２
３
（a）
の
要
件
が
充
足
さ
れ
、
か
つ
…
…
ク
ラ
ス
に
反
対
す
る
当
事
者

が
、
一
般
的
に
ク
ラ
ス
に
適
用
さ
れ
る
根
拠
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
ま
た

は
拒
否
す
る
た
め
、
ク
ラ
ス
全
体
に
関
す
る
最
終
的
差
止
命
令
に
よ
る
救

済
ま
た
は
関
連
す
る
宣
言
的
救
済
が
適
切
で
あ
る
場
合
に
、
維
持
さ
れ
う

る
」。

（
20
） 　

第
９
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に
差
し
戻
さ
れ
た
後
、
２
０
１
８
年
４
月
12

日
に
審
理
の
充
足
の
た
め
次
の
論
点
に
関
す
る
資
料
の
提
出
が
両
当
事
者

に
命
じ
ら
れ
た
。
手
続
上
の
論
点
と
し
て
、
①
Ｉ
Ｎ
Ａ
２
４
２
（f） 

（1）
に
も

関
わ
ら
ず
、
原
告
の
憲
法
上
の
主
張
に
関
す
る
裁
判
管
轄
権
を
第
９
巡
回
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識
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
国
民
共
同
体
に
属
す
る
者
こ
そ
、

市
民
で
あ
る
。
共
同
体
の
成
員
に
関
す
る
規
範
で
あ
る
移
民
政
策

（im
m

igration policy

）
は
、
国
家
の
自
己
定
義
（self-definition

）
お
よ

び
自
己
統
決
定（self-determ

ination

）の
核
心
に
当
た
る
。
永
住
外
国
人
は
、

上
述
の
完
全
な
成
員
よ
り
も
一
段
劣
る
者
と
見
ら
れ
、
国
外
の
外
国
人
は

一
般
的
に
、
成
員
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
外
国

人
の
入
国
を
認
め
在
留
を
許
可
す
る
か
と
い
う
政
策
の
決
定
は
、
完
全
に

議
会
権
限
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。See, T. A

lexander A
leinikoff, 

C
itizens, Aliens, M

em
bership and the C

onstitution, 7:9 U
niversity of 

M
innesota Law

 School C
onstitutional C

om
m

entary, 9 , 10 (1990). 

か
く

し
て
、
司
法
の
廉
潔
性
を
保
つ
べ
く
政
治
の
繁
み
に
立
ち
入
ら
な
い
と
す

る
姿
勢
が
と
ら
れ
て
き
た
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、C

hae C
hang Ping, 

N
ishim

ura Ekiu, Fong Yue Ting, Yam
ataya

の
一
連
の
判
例
を
通
じ
て
絶

対
的
権
限
の
法
理
が
い
か
に
生
成
さ
れ
た
か
、
ま
た
内
と
外
の
区
別
、
並

び
に
憲
法
保
障
の
主
張
の
仕
方
の
差
異
が
ど
の
よ
う
に
し
て
具
体
化
さ
れ

て
い
っ
た
か
を
分
析
す
る
研
究
と
し
て
、see, H

iroshi M
orom

ura, 

Im
m

igration Law
 after a C

entury of P
lenary P

ow
er: P

hantom
 

C
onstitutional N

orm
s and Statutory Interpretation, vol. 100, N

o. 3, 
Yale Law

 Journal, 545, 550-554 (1990).

（
24
） 　

当
該
区
分
形
成
の
嚆
矢
は
、Fong Yue Tin v. U

nited States, 149 U
.S. 

698 (1893)

に
お
け
る
反
対
意
見
で
あ
る
。
そ
の
後
、W

ong W
ing v. 

U
nited States, 163  U

.S. 228 (1896), K
aoru Yam

ataya v. Fisher, 189 
U

.S. 

86 (1903) 

な
ど
が
退
去
強
制
へ
の
憲
法
的
統
制
を
示
し
て
い
く
。

（
25
） 　

用
語
に
つ
き
坂
東
・
前
掲
注
（
23
）
２
４
４
頁
。

（
26
） 　

現
行
法
上
は
、
行
政
不
服
審
査
の
審
級
上
の
差
や
、
永
住
者
に
は
保
釈

の
か
、
絶
対
的
権
限
の
法
理
は
未
だ
有
効
で
あ
る
か
な
ど
を
挙
げ
た
。See, 

Philip L. Torrey, Jennings v. Rodriguez and the Future of Im
m

igration 

D
etention, 20 H

arvard Latinx Law
 R

eview
 171 (2017). 

（
22
） 　C

hae C
hang Ping v. U

nited States, 130 U
.S. 581 (1889), N

ishim
ura 

Ekiu v. U
nited States, 142 U

.S. 651 (1892).

（
23
） 　See, A

lina D
as, Adm

inistrative C
onstitutionalism

 in Im
m

igration 

Law
, 98 B

O
STO

N
 U

N
IV

ER
SITY

 LA W
 R

EV
IEW
496 (2018). See, T. 

A
lexander A

leinikoff et al., IM
M

IG
R

ATIO
N

 A
N

D
 C

ITIZEN
SH

IP PR
O

C
ESS 

A
N

D
 PO

LIC
Y

 EIG
H

TH
 ED

ITIO
N, W

est A
cadem

ic, 185-188 (2016). 

本
稿
で

は
、R

odriguez

判
決
と
関
わ
る
連
邦
の
権
限
に
焦
点
を
当
て
、
州
政
府
の

権
限
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
。
な
お
、
か
か
る
権
限
は
憲
法
上
明
定
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
根
拠
を
め
ぐ
り
、
そ
れ
が
憲
法
に
列
挙
さ

れ
た
規
定
か
ら
派
生
す
る
権
限
か
、
憲
法
に
内
在
す
る
国
家
権
限
か
、
そ

れ
と
も
超
憲
法
的
権
限
か
の
議
論
が
あ
る
。
新
井
信
之
『
外
国
人
の
退
去

強
制
と
合
衆
国
憲
法
――
国
家
主
権
の
法
理
論
――
』（
有
信
堂
、
２
０
０
８

年
）
50
―
54
頁
。
ま
た
、
合
衆
国
内
で
の
主
権
概
念
に
関
す
る
議
論
の
錯

綜
を
紹
介
す
る
研
究
と
し
て
、
萩
野
芳
夫
『
国
籍
・
出
入
国
と
憲
法
――
ア

メ
リ
カ
と
日
本
の
比
較
――
』（
勁
草
書
房
、
１
９
８
２
年
）
１
９
１
―

１
９
４
頁
、
坂
東
雄
介
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
外
国
人
の
人
権
に
関
す
る

一
考
察
：
絶
対
的
権
限
の
法
理
の
生
成
と
展
開
」
北
大
法
学
研
究
科
ジ
ュ

ニ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
№
13
（
２
０
０
７
年
）
２
６
１
―

２
６
２
頁
。
な
お
政
治
部
門
に
対
す
る
司
法
府
の
敬
譲
に
関
し
付
言
し
て

お
く
。
近
代
以
降
、
主
権
国
家
は
主
権
を
有
す
る
市
民
（citizen

）
に
よ
り

構
成
さ
れ
、
ま
た
市
民
が
統
治
に
関
す
る
最
終
的
な
意
思
決
定
を
お
こ
な

う
。
憲
法
は
国
民
共
同
体
（national com

m
unity

）
を
創
設
し
ま
た
は
認
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る
国
へ
と
戻
る
点
が
問
題
視
さ
れ
る
。
理
論
面
か
ら
も
、
絶
対
的
権
限
の

法
理
と
、
移
民
行
政
の
民
事
訴
訟
手
続
へ
の
分
類
と
い
う
二
つ
の
要
素
が

組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、
司
法
裁
判
所
の
審
査
が
後
退
し
、
適
正
手
続
上

の
保
護
も
後
退
し
、
非
市
民
の
保
護
が
手
薄
と
な
る
。See, A

lina, supra 

note 23, at 494-502.

（
33
） 　

そ
の
ほ
か
、
司
法
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
的
統
制
に
加
え
て
、
移
民
審
判

所
に
お
け
る
憲
法
的
統
制
の
必
要
性
を
説
く
研
究
と
し
て
、id., at 539. 

ま

た
、
同
法
理
の
根
拠
た
る
主
権
に
関
す
る
論
点
に
つ
い
て
は
新
井
・
前
掲

注
（
24
）
76
頁
が
詳
し
い
。

（
34
） 　E

.g., U
nited States v. W

itkovich, 353 U
.S. 194 (1957). N

ote, 

Suprem
e C

ourt leading case, 132 H
arvard Law

 R
eview

 [2018] 417, 423

は
、「
権
力
分
立
へ
の
抵
触
が
問
題
と
な
り
か
ね
な
い
場
合
に
、
合
憲
限
定

解
釈
が
採
用
さ
れ
や
す
く
、
と
り
わ
け
移
民
法
領
域
に
お
い
て
は
、
政
治

部
門
が
有
す
る
絶
対
的
権
限
に
対
し
個
人
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
き
た
」
と
解
説
す
る
。
ま
た
、
例
え
ば
移
民
法
に
お
け
る
法
律

の
遡
及
効
を
狭
め
る
合
憲
的
解
釈
方
法
に
は
、R

ule of Lenity

と
い
う
特

別
の
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
議
会
の
絶
対
的
権
限
に
も
と
づ
く

立
法
が
及
ぼ
す
移
民
へ
の
過
酷
な
処
遇
を
解
釈
に
よ
っ
て
回
避
す
る
に
際

し
て
は
、
し
ば
し
ば
「
議
会
は
そ
の
旨
を
明
確
に
示
し
て
い
な
か
っ
た
」

と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
る
（C

lear Statem
ent R

ule

）。See, 
A

leinikoff, supra note 23, 650-651. 
（
35
） 　Supra note 9. 

な
お
、
併
合
審
理
さ
れ
たK

im
 H

o M
a

に
つ
い
て
は
紙

幅
の
都
合
上
、
割
愛
す
る
。

（
36
） 　

Ｉ
Ｎ
Ａ
２
４
１
（a）
は
、
原
則
的
に
最
終
的
な
退
去
命
令
が
出
さ
れ
て
か

ら
90
日
以
内
に
完
了
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
期
間
（rem

oval 

金
に
よ
る
仮
放
免
が
認
め
ら
れ
、
特
別
の
就
労
許
可
も
な
さ
れ
得
る

（
２
３
６
（a）
）
な
ど
の
差
が
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
初
期
の
判
例
で
は
、
法

律
上
未
入
国
の
外
国
人
に
対
し
て
は
、
無
期
限
の
収
容
や
事
後
法
の
遡
及

適
用
も
許
さ
れ
る
と
す
る
も
の
も
散
見
さ
れ
る
。

（
27
） 　K

aplan v. Tod, 267 U
.S. 228 (1925). 

ま
た
、
萩
野
・
前
掲
注
（
24
）

２
０
１
頁
。

（
28
） 　

ま
た
用
語
法
上
も
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
２
４
０
（a） 

（3）
が
１
９
９
６
年
に
用
語
を
統

一
す
る
ま
で
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
上
で
も
一
度
適
法
に
入
国
し
た
も
の
に
対
す
る
退

去
強
制
（deportation

）
と
、
入
国
以
前
に
国
境
で
入
国
の
資
格
の
保
有
が

怪
し
ま
れ
る
外
国
人
の
国
外
へ
の
排
除
（exclusion

）
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
ん
に
ち
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
国
外
退
去

（rem
oval proceeding

）
に
関
す
る
統
一
さ
れ
た
手
続
の
下
で
、
聴
聞
を
お

こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。See, A

leinikoff, supra note 23, at 895.

（
29
） 　

坂
東
・
前
掲
注
（
23
）
２
５
８
頁
。See, Thom

as A
lexander 

A
leinikoff, Special Issue: the U

nited States C
onstitution in its Third 

C
entury: Foreign Affairs: Right H

ere and There: Federal Regulation of 

Aliens and the C
onstitution, 83 A

.J.I.L. 866 (1989).

（
30
） 　

当
該
区
別
に
対
し
、R

odriguez

判
決
のB

reyer

裁
判
官
反
対
意
見
も
批

判
を
寄
せ
る
。

（
31
） 　C

arrie R
osenbaum

, Im
m

igration Law
's D

ue Process D
eficit and the 

Persistence of Plenary Pow
er, 28 B

arkeley La R
aza Law

 Journal 119, 
150 (2018).

（
32
） 　Id., at 122-125, 127-128. 

実
務
上
、
特
に
難
民
申
請
者
に
対
し
て
は
、

逃
亡
の
虞
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
つ
終
わ
る
と
も
知
れ
な
い
収
容
を

継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
庇
護
を
求
め
る
意
思
を
挫
か
れ
迫
害
の
虞
が
あ
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る
無
制
約
の
収
容
か
ら
の
釈
放
を
求
め
て
出
訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
法
廷

意
見
は
、
未
入
国
の
外
国
人
と
、
適
法
な
入
国
後
に
退
去
を
争
う
外
国
人

を
区
別
し
、
前
者
に
は
憲
法
上
の
権
利
の
保
障
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

Zadvydas

判
決
に
お
け
るK

ennedy

裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
法
廷
意
見

に
よ
るZadvydas

とM
ezei

の
区
別
に
十
分
な
正
当
性
が
見
出
せ
ず
、
退

去
の
最
終
命
令
を
受
け
た
外
国
人
は
も
は
や
未
入
国
者
と
同
様
で
あ
る
と

批
判
す
る
。
ま
たScalia

裁
判
官
は
、
２
４
１
（a） 

（6）
は
最
終
的
な
退
去
命

令
を
受
け
た
外
国
人
も
入
国
を
許
可
さ
れ
て
い
な
い
外
国
人
も
、
そ
の
収

容
に
つ
い
て
同
様
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
会
は
こ
の
両
者
を
区

別
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
対
す
る
法
廷
意
見
は
、
か
つ
て
永

住
外
国
人
で
あ
っ
た
者
と
、
そ
う
で
な
い
外
国
人
を
区
別
す
る
こ
と
で

M
ezei

の
射
程
の
限
定
を
試
み
た
。

（
39
） 　Zadvydas

判
決
直
前
の
移
民
法
理
、
と
り
わ
け
出
国
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

解
説
す
る
研
究
と
し
て
、see, M

aria V. M
orris, The Exit Fiction: 

U
nconstitutional Indefinite D

etention of D
eportble Aliens, 23 H

ouston 

Journal of International Law
 (2001), 255-304.

（
40
） 　 543 U

.S. 371, 380 (2005). 

マ
リ
エ
ル
ボ
ー
ト
で
物
理
的
に
合
衆
国
に

到
着
し
合
衆
国
内
に
仮
放
免
さ
れ
た
キ
ュ
ー
バ
の
難
民
（
法
律
上
未
入
国

者
）
が
、
刑
事
犯
罪
を
合
衆
国
内
で
犯
し
た
廉
で
退
去
強
制
の
最
終
命
令

を
受
け
た
も
の
の
、
キ
ュ
ー
バ
へ
送
還
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
法
定
の
退

去
日
数
90
日
を
超
え
た
。
当
該
非
市
民
ら
が
無
制
限
の
収
容
の
違
法
性
を

主
張
し
、
人
身
保
護
令
状
を
求
め
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
国
土
安
全
保
障

省
に
よ
る
収
容
を
制
約
す
る
判
決
を
下
し
た
。Zadvydas

判
決
で
は
反
対

意
見
に
ま
わ
っ
たScalia

裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
。Scalia

裁
判

官
は
、
本
件
で
退
去
を
規
定
す
る
Ｉ
Ｎ
Ａ
２
４
１
（a） 

（6）
の
規
定
は
入
国
を

period

）
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
同
条
（a） 

（2）
は
、
そ
の
期
間
中
当
該
外
国
人

を
収
容
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（shall detain

）
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
同
条
（a） 

（3）
は
、
退
去
が
当
該
期
間
内
に
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
司
法
長
官
は
当
該
外
国
人
を
監
視
の
下
に
置
き
、
釈
放
す
る
裁
量
を

有
す
る
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
当
該
外
国
人
の
収
容
継
続
権
限
を
認
め
る

同
条
（a） 

（6）
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
２
１
２
条
に
照
ら
し
て
入
国
を

認
め
ら
れ
な
い
、
若
し
く
は
２
３
７
（a） 

（1） 

（C）
、
（a） 

（2） 

（a） 

（4）
に
定
め
る
退
去

強
制
に
該
当
し
退
去
を
命
じ
ら
れ
た
外
国
人
、
又
は
司
法
長
官
が
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
へ
の
危
険
を
及
ぼ
し
若
し
く
は
退
去
命
令
に
従
わ
な
い
虞
あ
り
と

判
断
し
退
去
を
命
じ
た
外
国
人
は
、
退
去
強
制
期
間
の
経
過
後
も
、
収
容

さ
れ
う
る
（m

ay be detained

）。
ま
た
、
釈
放
さ
れ
た
場
合
に
も
、
本
条

（a） 

（3）
に
規
定
さ
れ
た
監
視
の
対
象
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（shall be 

subject

）」。
当
該
規
定
と
対
照
さ
れ
た
５
０
７
（b） 
（2） 

（C）
は
、
受
入
国
の
な
い

外
国
人
テ
ロ
リ
ス
ト
の
収
容
の
継
続
に
つ
い
て
、
司
法
長
官
は
、
他
の
い

か
な
る
法
の
規
定
に
も
よ
ら
ず
、
そ
の
収
容
を
継
続
し
う
る
こ
と
、
し
か

し
そ
の
際
に
は
６
ヶ
月
ご
と
に
収
容
の
決
定
を
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
明
確
に
規
定
す
る
。

（
37
） 　

退
去
強
制
の
手
続
中
ま
た
は
完
了
後
の
収
容
は
、
対
象
と
な
る
外
国
人

の
逃
亡
を
防
ぎ
、
手
続
お
よ
び
退
去
の
執
行
を
実
効
的
な
も
の
と
し
、
ま

た
対
象
と
な
る
外
国
人
が
共
同
体
へ
及
ぼ
し
か
ね
な
い
危
険
を
予
防
す
る

目
的
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
。
本
件
で
はZadvydas

ら
の
退
去
処
分
は
受
入

国
の
不
存
在
か
ら
実
行
で
き
ず
、
よ
っ
て
前
者
の
目
的
か
ら
は
正
当
化
で

き
な
い
。

（
38
） 　345 U

.S. 206 (1953). 

再
入
国
し
よ
う
と
し
て
入
国
を
認
め
ら
れ
ず
、
退

去
先
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
外
国
人
が
収
容
さ
れ
続
け
た
た
め
に
、
か
か



広島法学　42 巻４号（2019 年）－ 52

た
が
、
法
廷
意
見
お
よ
び
補
足
意
見
は
本
件
で
被
収
容
者
が
提
起
し
て
い

る
問
題
は
、
保
釈
な
し
の
収
容
を
認
め
る
法
律
の
枠
組
み
そ
の
も
の
の
当

否
で
あ
る
と
し
て
、
管
轄
を
認
め
た
。

（
43
） 　

本
件
に
お
い
て
保
釈
聴
聞
を
争
っ
たK

im

は
、
地
裁
に
継
続
す
る
ま
で

の
６
ヶ
月
の
あ
い
だ
収
容
さ
れ
て
い
た
。な
おD

em
ore

判
決
か
ら
13
年
後
、

ま
た
連
邦
最
高
裁
がR

odriguez

事
件
に
移
送
令
状
を
発
給
し
て
か
ら
２
ヶ

月
後
に
、
合
衆
国
訟
務
長
官
が
、D

em
ore

判
決
で
用
い
ら
れ
た
統
計
資
料

の
記
述
の
誤
り
を
認
め
、
不
服
申
立
て
を
お
こ
な
っ
た
被
収
容
者
の
平
均

収
容
期
間
は
正
し
く
は
５
ヶ
月
で
は
な
く
１
年
で
あ
っ
た
と
訂
正
し
た
。

こ
れ
を
受
けR

odriguez

ら
は
、
収
容
期
間
の
長
さ
お
よ
び
資
料
の
誤
り
、

D
em

ore

で
は
非
市
民
ら
は
退
去
に
該
当
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
が
本
件

で
は
被
上
告
人
ら
は
退
去
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
未
だ
争
っ
て
い
る
点
を

D
em

ore

判
決
と
の
相
違
と
し
て
主
張
し
た
。See, Philip,  supra note 21 , 

at 176-178. 

な
お
、R

odriguez

判
決
の
ク
ラ
ス
該
当
者
の
平
均
収
容
期
間

は
４
０
４
日
、
最
長
の
者
の
収
容
は
１
，
５
８
５
日
で
あ
っ
た
。

（
44
） 　Zadvydas

と
の
対
照
で
述
べ
る
べ
き
「
（オ）
収
容
の
終
期
に
関
す
る
規
定

の
存
否
」
に
つ
い
て
は
法
廷
意
見
に
お
い
て
言
及
が
見
ら
れ
ず
、
代
わ
り

に
統
計
上
の
収
容
の
平
均
期
間
が
こ
れ
に
充
て
ら
れ
て
い
る
も
の
と
読
む

こ
と
が
で
き
る
。

（
45
） 　

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
解
釈
手
法
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
門

田
孝「
憲
法
を『
正
し
く
解
釈
す
る
』と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
――
ロ
ナ
ル
ド
・

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
よ
る
憲
法
の
『
道
徳
的
読
解
』
を
手
が
か
り
に
」
広
島

法
学
42
巻
1
号
（
２
０
１
７
年
）
２
８
８
頁
、井
上
嘉
仁
「
ロ
バ
ー
ツ
・
コ
ー

ト
の
目
的
主
義
と
テ
キ
ス
ト
主
義
（
一
）」
同
２
６
２
頁
、
大
林
啓
吾
＝
横

大
道
聡
「
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
と
法
解
釈
――
ス
カ
リ
ア
判
事
と
ブ
ラ
イ

拒
否
さ
れ
た
外
国
人
と
入
国
を
認
め
ら
れ
た
外
国
人
を
区
別
し
て
い
な
い

こ
と
、
連
邦
最
高
裁
が
出
し
た
判
決
の
中
で
先
例
と
し
て
法
解
釈
に
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
の
はZadvydas

判
決
し
か
な
い
こ
と
、
退
去
強
制
を
実

効
化
す
る
合
理
的
期
間
を
政
府
が
論
証
し
て
い
な
い
た
め
本
件
で
も
こ
れ

を
6
ヶ
月
と
す
る
と
説
い
た
。
こ
れ
に
対
し
てO

'C
onner

裁
判
官
は
、
適

法
に
入
国
し
た
者
の
退
去
に
関
す
るZadvydas

判
決
を
、
未
だ
法
律
上
入

国
し
た
と
認
め
ら
れ
て
い
な
い
者
の
退
去
を
争
う
本
件
の
先
例
と
し
て
引

用
す
る
こ
と
を
論
難
し
た
。
本
件
の
特
徴
は
、
（ア）
非
市
民
は
未
入
国
で
、

（イ）
最
終
的
退
去
命
令
が
存
す
る
、
（ウ）M

artinez

ら
の
受
入
国
が
な
い
た
め

退
去
処
分
を
完
遂
で
き
ず
、
収
容
が
無
期
限
と
な
り
う
る
、
ま
た
手
続
完

了
と
い
う
収
容
の
正
当
化
目
的
が
も
は
や
存
し
な
い
、
（エ）
収
容
は
命
令
的

で
あ
る
（
２
４
１
（a） 

（2）
）、
（オ）Zadvydas
判
決
に
よ
り
６
ヶ
月
と
い
う
期
間

が
示
さ
れ
た
、
点
で
あ
る
。
こ
の
事
案
に
お
け
る
よ
う
に
、
政
府
が
庇
護

し
た
非
市
民
を
「
入
国
」
さ
せ
ず
に
法
的
に
処
理
す
る
手
法
と
し
て
仮
放

免
が
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
解
説
す
る
研
究
と
し
て
、see, H

iroshi 

M
otom

ura, I M
M

IG
R

ATIO
N

 O
U

TSID
E TH

E LAW
, O

xford U
niversity Press 

(2014) at 25.

（
41
） 　

補
足
す
る
と
、
２
４
１
（a） 

（6）
は
「m

ay be detained

」
と
定
め
裁
量
を
認

め
て
い
る
。
こ
の
裁
量
に
も
限
界
が
あ
る
。
ま
た
曖
昧
な
規
定
ぶ
り
で
、

無
制
約
の
収
容
権
限
を
司
法
長
官
に
付
与
す
る
明
確
な
議
会
意
思
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
合
憲
限
定
解
釈
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
疑
義
を

回
避
す
る
、
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
と
ら
れ
て
い
る
。

（
42
） 　538 U

.S. 510 (2003). 

な
お
、
司
法
長
官
の
裁
量
的
決
定
に
対
す
る
裁
判

所
の
審
査
を
人
身
保
護
令
状
を
含
め
制
限
す
る
２
２
６
（e）
の
存
在
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
裁
判
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
争
点
も
本
件
に
は
あ
っ
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の
存
在
を
指
定
し
た
上
で
、
こ
れ
に
対
し
要
素
（イ）
が
不
利
益
に
働
く
虞
に

備
え
、
こ
の
点
に
関
す
るD

em
ore

の
射
程
の
限
定
を
試
み
て
い
る
。

（
49
） 　

と
り
わ
け
、
審
査
の
統
合
に
関
す
る
論
点
の
一
つ
、
事
件
の
争
点
を
五

月
雨
式
に
争
う
か
、
そ
れ
と
も
経
済
性
を
重
視
し
最
終
的
退
去
決
定
に
絞

り
争
う
か
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
の
問
題（
論
点
①
）と
の
関
連
で
機
能
す
る
。

See, A
leinikoff, supra note 23, at 1061-1064.

（
50
） 　

被
上
告
人
ら
のclass

で
は
平
均
１
年
以
上
で
、D

em
ore

判
決
で
用
い

ら
れ
た
統
計
に
は
ま
た
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
機
能
し
、
ま
た
先

例
で
あ
るD

em
ore

の
説
得
力
を
弱
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

（
51
） 　

２
０
１
８
年
10
月
９
日
時
点
で
の
国
外
退
去
事
案
の
未
済
件
数
は

７
６
４
，
５
６
１
件
、
終
結
ま
で
に
平
均
７
１
７
日
を
要
し
て
い
る
。See, 

Im
m

igration C
ourt B

acklog Tool, [http://trac.syr.edu/phptools/

im
m

igration/court_backlog/] 

（
最
終
検
索
日
：
２
０
１
８
年
10
月
9
日
）。

保
証
金
に
よ
る
仮
放
免
の
た
め
の
聴
聞
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
最
終
命

令
ま
で
収
容
さ
れ
て
い
る
外
国
人
は
、
最
終
的
な
命
令
し
か
争
い
得
な
い

と
さ
れ
た
と
き
は
、
手
続
の
遅
延
中
も
収
容
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

る
。
他
方
政
府
は
、
保
釈
聴
聞
を
こ
れ
ら
外
国
人
に
対
し
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
た
だ
で
さ
え
乏
し
い
リ
ソ
ー
ス
が
さ
ら
に
割
か
れ

行
政
上
の
効
率
が
悪
化
し
公
益
が
損
な
わ
れ
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し

控
訴
裁
は
、R

odriguez v. R
obbins, 715 F.3d 1127 (2013)

に
お
い
て
こ

れ
を
地
裁
の
暫
定
的
差
止
命
令
に
よ
り
現
に
当
該
事
項
が
問
題
な
く
実
施

さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
否
定
し
た
。

（
52
） 　

こ
れ
に
関
し
て
は
、「Lim

it

」
を
（
わ
が
国
民
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
）
実

現
な
い
し
到
来
が
確
実
な
期
限
と
解
す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で
な
い
条

件
と
解
す
る
か
、
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
依
れ
ば
理
解
が
容
易
と
な
ろ
う
。

ヤ
ー
判
事
の
法
解
釈
観
」
帝
京
法
学
25
巻
２
号
（
２
０
０
８
年
）
１
５
２
頁
。

（
46
） 　R

odriguez v. H
ayes, 591 F. 3d 1105 (2010)

に
お
い
て
政
府
側
は
、
各

人
に
関
わ
る
事
実
お
よ
び
法
条
の
問
題
が
集
団
訴
訟
に
お
け
るclass

該
当

者
間
で
共
通
し
な
い
こ
と
を
攻
撃
し
た
が
、
控
訴
裁
は
、R

ule23

に
お
け

る
共
通
性
の
要
件
は
あ
ら
ゆ
る
事
実
お
よ
び
法
に
関
す
る
問
題
が
一
致
す

る
こ
と
ま
で
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
本
件
で
核
と
な
る
事
実
お
よ
び
憲

法
上
の
争
点
は
共
通
し
て
い
る
と
の
こ
と
か
ら
、
ク
ラ
ス
を
承
認
し
て
い

る
。
差
戻
審
に
お
い
て
政
府
側
は
、
入
国
に
関
す
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

理
論
（Entry Fiction D

octrine

）
を
理
由
に
、
入
国
申
請
者
に
あ
た
る

subclass

に
は
憲
法
上
の
保
障
が
及
ば
な
い
と
主
張
し
た
が
、
地
裁
は
こ
れ

を
退
け
て
い
る
。
収
容
の
延
長
に
対
す
る
仮
放
免
を
命
じ
る
暫
定
的
差
止

命
令
を
発
し
たR

odriguez v. R
obbins, 715 F.3d 1127 (2013)

で
は
、
控

訴
裁
は
「
外
と
内
の
区
別
」
に
関
し
、
当
該
区
別
はIIR

IR
A

制
定
以
前
の

も
の
で
、
争
わ
れ
て
い
る
条
文
上
、
現
在
は
こ
れ
ら
が
同
一
に
規
定
さ
れ

て
い
る
と
し
て
、
事
件
を
併
合
し
審
理
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ

に
も
、Scalia

裁
判
官
の
法
廷
意
見
の
論
理
を
看
取
で
き
る
。
た
だ
し
、
法

廷
意
見
に
お
け
る
集
団
訴
訟
に
関
す
る
判
示
部
分
でentry fiction
に
関
す

る
あ
る
種
の
含
み
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
読
む
場
合
に
は
、
同
原
理
は
な

お
混
乱
し
た
形
で
残
存
し
影
響
し
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
47
） 　

た
だ
し
本
件
法
廷
意
見
は
、
集
団
訴
訟
に
関
す
る
規
定
を
厳
密
に
解
釈

し
、集
団
訴
訟
と
し
てclass

の
認
定
が
適
当
で
あ
っ
た
か
を
疑
問
視
し
（
論

点
③
）、
原
審
に
差
し
戻
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。
論
点
③
は
、

移
民
法
上
の
審
査
の
統
合
に
関
す
る
主
要
な
論
点
の
一
つ
で
も
あ
る
。
当

該
論
点
に
つ
い
てsee, A

leinikoff, supra note 23, at 1065-1070.

（
48
） 　

た
だ
し
本
件
で
被
上
告
人
ら
側
は
、
非
市
民
が
有
す
る
憲
法
上
の
自
由
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（
53
） 　

解
釈
論
の
展
開
の
際
、
要
素
（エ）
は
多
数
意
見
の
主
張
を
正
当
化
す
る
機

能
を
持
た
さ
れ
た
。

（
54
） 　Supra note34 leading case

は
、
従
来
の
合
憲
限
定
解
釈
の
手
法
と
適

合
し
な
い
テ
キ
ス
ト
主
義
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
、
非
市
民
の
保
護
の
際

に
裁
判
所
が
用
い
う
る
最
も
簡
便
な
手
法
が
断
た
れ
た
と
の
悲
観
的
な
見

解
を
示
す
。
さ
ら
に
本
件
の
今
後
の
訴
訟
の
展
開
に
お
い
て
も
、
差
戻
審

に
お
い
て
は
非
市
民
救
済
の
た
め
に
は
乗
り
越
え
る
べ
き
障
害
が
多
々
存

す
る
こ
と
、
ま
た
控
訴
裁
判
所
が
そ
れ
ら
障
害
を
乗
り
越
え
た
と
し
て
も
、

保
守
派
裁
判
官
が
多
数
派
を
握
る
最
高
裁
を
、
移
民
法
に
お
け
る
収
容
制

度
全
体
が
違
憲
で
あ
る
と
説
得
す
る
こ
と
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
分
析

す
る
。


